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業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例
保存期間
(出張所版）

保存期間
満了時の措置

1 正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

2 個人の権利義務の得
喪及びその経緯

土地の占用の許可関
係 1年

工作物の新築・改築等
の許可関係 1年

土石等の採取の許可
関係

土地の掘削等の許可
関係

河川保全区域内の許
可関係

河川予定地内の許可
関係

河川管理者以外の者
の施工する工事の承認
関係書

1年 廃棄

河川管理施設の引継
関係書

1年 廃棄

完成検査関係書 1年 廃棄

砂利採取法に基づく業
務状況報告書

1年 廃棄

施行届 1年 廃棄

監督処分関係書 1年 廃棄

行政代執行関係書 1年 廃棄

不服申立書又は口頭
による不服申立てにお
ける陳述の内容を録
取した文書

行政不服審査法関係
書（不服申立書）

廃棄

告示、訓令及び通達
の制定又は改廃及び
その経緯

行政手続法第2条第3
号の許認可等に関す
る重要な経緯

許認可等をするための
決裁文書その他許認
可等に至る過程が記
載された文書

行政手続法第2条第3
号の許認可等に関す
る経緯

行政手続法第2条第4
号の不利益処分に関
する重要な経緯

不利益処分をするため
の決裁文書その他当
該処分に至る過程が
記載された文書

許認可等にかかる承
認等のための決裁文
書

許認可等に関する届
出・報告等に関する文
書

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所　標準文書保存期間基準

事　項

1年

廃棄

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

不服申立てに関する
審議会等における検
討その他の重要な経
緯
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業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例
保存期間
(出張所版）

保存期間
満了時の措置

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所　標準文書保存期間基準

事　項

裁決、決定その他の処
分をするための決裁文
書その他当該処分に
至る過程が記録された
文書

行政不服審査法関係
書（弁明書）

廃棄

裁決書又は決定書
行政不服審査法関係
書（決定書）

廃棄

国又は行政機関を当
事者とする訴訟以外
の係争に関する重要
な経緯

訴訟以外の係争を処
分するための決裁文
書その他当該処分に
至る過程等が記録さ
れた文書

訴訟以外の係争に関す
る文書（処分案・理由
等）

3年 廃棄

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

3 河川法に基づく台帳
等に関する事項

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

法律に基づく協議等
に関する事項

河川法に基づく協議
等

他の河川管理者に対
する協議に関する文書

河川法第15条協議関
係書

1年 廃棄

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

4

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

1年
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業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例
保存期間
(出張所版）

保存期間
満了時の措置

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所　標準文書保存期間基準

事　項

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

5 河川監理員に関する
事項

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

6 河川巡視に関する事
項

河川巡視の報告その
他の経緯

河川巡視の報告等に
関する文書 河川巡視報告書等 3年 廃棄

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

7 河川敷地の管理に関
する事項

河川敷地と民地との
境界確認に関する経
緯

河川敷地と民地との境
界確認に関する文書 河川敷地境界関係書 1年 廃棄

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容
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業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例
保存期間
(出張所版）

保存期間
満了時の措置

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所　標準文書保存期間基準

事　項

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

8 渇水対策に関する事
項

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

9 監査に関する事項 行政相談に関する内
容等

行政相談に関する文
書

行政相談処理関係書 3年 廃棄

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

10 会議に関する事項 正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容
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業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例
保存期間
(出張所版）

保存期間
満了時の措置

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所　標準文書保存期間基準

事　項

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

11 統計・調査に関する事
項

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

12 複数の行政機関によ
る申合せ及びその経
緯

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

13 土地の占用の許可関
係 1年

工作物の新築・改築等
の許可関係 1年

土石等の採取の許可
関係

土地の掘削等の許可
関係

河川保全区域内の許
可関係

河川予定地内の許可
関係

特定採取に関する協定
書

1年
廃棄

廃棄

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

法人（国・地方公共団
体含む）の権利義務
の得喪及びその経緯

許認可等をするための
決裁文書その他許認
可等に至る過程が記
載された文書

行政手続法第2条第3
号の許認可等に関す
る重要な経緯

1年
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業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例
保存期間
(出張所版）

保存期間
満了時の措置

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所　標準文書保存期間基準

事　項

河川管理者以外の者
の施工する工事の承認
関係書

1年

河川管理施設の引継
関係書

1年 廃棄

完成検査関係書 1年 廃棄

砂利採取法に基づく業
務状況報告書

1年 廃棄

施行届 1年 廃棄

不利益処分に関する
重要な経緯 監督処分関係書 1年 廃棄

行政代執行関係書 1年 廃棄

不服申立てに関する
審議会等における検
討その他の重要な経
緯

不服申立書又は口頭
による不服申立てにお
ける陳述の内容を録
取した文書

行政不服審査法関係
書（不服申立書）

廃棄

裁決、決定その他の処
分をするための決裁文
書その他当該処分に
至る過程が記録された
文書

行政不服審査法関係
書（弁明書）

廃棄

裁決書又は決定書 行政不服審査法関係
書（決定書）

廃棄

国又は行政機関を当
事者とする訴訟以外
の係争に関する重要
な経緯

訴訟以外の係争を処
分するための決裁文
書その他当該処分に
至る過程等が記録さ
れた文書

訴訟以外の係争に関す
る文書（処分案・理由
等）

3年 廃棄

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

14 予算及び決算に関す
る事項

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容

行政手続法第2条第3
号の許認可等に関す
る経緯

許認可等にかかる承
認等のための決裁文
書

1年

不利益処分をするため
の決裁文書その他当
該処分に至る過程が
記載された文書

許認可等に関する届
出・報告等に関する文
書
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業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例
保存期間
(出張所版）

保存期間
満了時の措置

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所　標準文書保存期間基準

事　項

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

15 公共事業の実施に関
する事項
　
【基礎的データ収集】

水理・水文データに関
する事項

雨量
水位
地下水位
流量

自記紙・観測生データ
時刻・日・月・年整理資
料
観測流量表、野帳等
Ｈ－Ｑ式、H－Q曲線、
H-√Q図等
観測所台帳

30年 廃棄

ダム管理に関する事項ダム管理に関する記
録

管理年報
観測記録
保守記録
点検記録

30年 廃棄

管理日報
洪水調節記録 3年 廃棄

正本・原本の写しとな
る文書

１年未満 廃棄

定型的・日常的な業務
連絡・日程表等

１年未満 廃棄

出版物・公表物を編集
した文書

１年未満 廃棄

所掌事務に関する問
い合わせ等に関する
文書

１年未満 廃棄

利用に適さなくなった
ことが明白な文書

１年未満 廃棄

意思決定の途中段階
で作成した当該意思決
定に極めて影響の少
ない文書

１年未満 廃棄

重要な意思決定及び
跡付けの対象とならな
い内容


